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(57)【要約】
【課題】公共区域の監視領域内の登録者の歩行特性を監
視するシステムを提供する。
【解決手段】本システム（１０）は、識別情報を測定す
ることによって一群の登録者（１１）をシステム（１０
）に登録する識別装置を含む。本システム（１０）は更
に、登録段階中にサンプル歩行特性を測定し、且つ登録
段階（１０２）の後に各登録者の歩行特性を測定する歩
行監視装置を含む。本システム（１０）は更に、それぞ
れの登録者の測定された歩行特性が安全性閾値を越えた
とき、歩行監視装置（２２）から警告信号を受け取る警
告装置を含む。本システム（１０）は更に、選択可能な
期間にわたる選択可能な登録者（１１）の測定された歩
行特性の傾向報告を生成する表示装置を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　公共区域（１４）の監視領域（１２）内の一群の登録者（１１，１３）の歩行特性を監
視するためのシステム（１０）であって、
　登録段階中に各登録者の識別情報を取得し且つ登録段階の後の監視段階中に前記監視領
域に入った個人の識別情報を取得するように構成された識別装置（１６）と、
　個人の取得された識別情報を、登録段階中の各登録者の取得された識別情報と比較して
、該個人が登録者であるか否か決定するように構成され処理装置（２０，２６）と、
　登録段階中に各登録者のサンプル歩行特性を測定するように構成された歩行監視装置（
２２）であって、前記個人が登録者であると前記処理装置（２０，２６）が決定したこと
に基づいて、監視段階中に各登録者の歩行特性を測定するように構成された歩行監視装置
（２２）と、を有し、
　前記処理装置は更に、登録者の測定された歩行特性を、以前に測定された歩行特性及び
サンプル歩行特性の内の少なくとも１つと比較して、該測定された歩行特性が安全性閾値
を越えているか否か決定するように構成されていること、
を特徴とするシステム（１０）
【請求項２】
　更に、それぞれの登録者（１１，１３）の測定された歩行特性が安全性閾値を越えたこ
とに基づいた警告信号を、前記歩行監視装置（２２）から受け取るように構成された警告
装置（２８）と、
　前記歩行監視装置（２２）から前記測定された歩行特性データと前記測定された歩行特
性のそれぞれの登録者識別情報とを受け取って記憶するように構成された表示装置（３０
）であって、更に、選択可能な期間にわたる選択可能な登録者の測定された歩行特性の傾
向報告（３２）を生成するように構成されている表示装置（３０）と、
を含んでいる請求項１記載のシステム（１０）。
【請求項３】
　前記識別装置（１６）がビデオ・カメラ（１８）を含んでおり、その場合、前記登録段
階中に、前記登録者（１１，１３）は、前記識別情報として顔の画像を取得するために前
記ビデオ・カメラの視野内に顔（３４）を位置決めするように催促され、また前記識別情
報は前記処理装置（２０）のメモリに記憶される、請求項２記載のシステム（１０）。
【請求項４】
　前記歩行監視装置（２２）は検知装置（２４）を有し、該検知装置は個人の歩行特性を
検出するように構成されており、前記登録者（１１，１３）は前記サンプル歩行特性を測
定するために監視区域（１２）内を動くように催促され、また各々のそれぞれの登録者（
１１，１３）についての前記サンプル歩行特性は前記処理装置（２６）のメモリ内に記憶
される、請求項２記載のシステム（１０）。
【請求項５】
　個人が監視区域（１２）に入ったとき、前記ビデオ・カメラ（１８）は個人の顔の画像
を取得するように構成され、且つ該取得された顔画像を、処理装置（２０）のメモリ内に
ある登録者（１１，１３）の記憶された顔画像と比較するように構成されており、また、
前記識別装置（１６）は、取得された顔画像が登録者（１１，１３）の記憶された顔画像
に対応することに基づいて、歩行監視装置（２２）に作動信号を送るように構成され、そ
こで前記歩行監視装置（２２）は、作動信号を受け取ったとき、監視区域を通って移動し
ている個人の測定された歩行特性を測定して記憶し、該測定された歩行特性及び識別情報
を表示装置（３０）へ送り、また該測定された歩行特性が安全性閾値を越えた場合に警告
信号を警告装置（２８）へ送るように構成されている、請求項４記載のシステム（１０）
。
【請求項６】
　前記識別装置（１６）は、取得された顔画像が登録者（１１，１３）の記憶された顔画
像に対応していないことに基づいて、何らの行動も起こさないように構成されており、従
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って、歩行監視装置（２２）は監視区域（１２）を通って移動している個人の歩行特性を
測定しない、請求項５記載のシステム（１０）。
【請求項７】
　前記検知装置（２４）は、ライダー、ビデオ、レーダー、能動赤外線及びスマート・フ
ロア技術の内の少なくとも１つを組み込んでいる、請求項４記載のシステム（１０）。
【請求項８】
　前記識別装置（１６）は、システムに含まれることに同意するように登録者（１１，１
３）に催促するように構成されている、請求項１記載のシステム（１０）。
【請求項９】
　測定された歩行特性が安全性閾値を越えたことを含む警告装置（２８）における受け取
った警告信号とそれぞれの登録者（１１，１３）とに基づいて、表示装置（３０）は、登
録者の任意の将来起こり得る合併症を診断するために、選択可能な期間にわたるそれぞれ
の登録者（１１，１３）の測定された歩行特性の傾向報告（３２）を出力するように構成
されている、請求項１記載のシステム（１０）。
【請求項１０】
　公共区域（１４）の前記監視区域（１２）は、前記登録者が前記システムとは関係のな
い理由で頻繁に通り抜ける廊下である、請求項１記載のシステム（１０）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一群の個人の歩行特性を監視するためのシステム及び方法に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　個人の歩き方の様々な様相、例えば、速度、歩幅の長さ、歩調、歩幅のバラツキなどを
決定するために、歩行特性がよく知られており且つ測定されている。１つ以上の身体的合
併症の始まりを決定又は予測するために歩行特性が測定され監視されているが、歩行特性
を測定し監視する従来のやり方には幾つかの欠点がある。
【０００３】
　従来の監視技術は、医療センタ又は治療施設内で患者／入所者について有資格の医療従
事者によって行われている。しかしながら、資源及び／又は費用の制約から、これらの歩
行監視技術は、特定の状況の場合にのみ、例えば、一年ごと又は三ヶ月ごとに、或いは転
倒の発生のような患者／入所者による健康上又は安全上の事象について判定したときのみ
に行われることがある。
【０００４】
　このような特定の状況が生じ無くても歩行監視を行うことができるように、従来の歩行
監視技術の欠点に対処して、資源及び／又は費用の制約を軽減するシステムを提供するこ
とは有利であろう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許公開第２００９／０２５７６２５号
【発明の概要】
【０００６】
　本発明の一実施形態では、公共区域の監視領域内の一群の登録者の歩行特性を監視する
ためのシステムが提供される。本システムは、登録段階中に各登録者の識別情報を取得し
且つ登録段階の後の監視段階中に監視領域に入った個人の識別情報を取得する識別装置を
含む。更に、本システムは、個人の取得された識別情報を、登録段階中の各登録者の取得
された識別情報と比較して、個人が登録者であるか否か決定する処理装置を含む。また更
に、本システムは、登録段階中に各登録者のサンプル歩行特性を測定する歩行監視装置を
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含む。歩行監視装置はまた、個人が登録者であると処理装置が決定した後で、監視段階中
に各登録者の歩行特性を測定するために使用される。処理装置はまた、登録者の測定され
た歩行特性を、以前に測定された歩行特性及び／又はサンプル歩行特性と比較して、測定
された歩行特性が安全性閾値を越えているか否か決定する。
【０００７】
　本発明の別の実施形態では、一群の登録者の歩行特性を監視するためのシステムが提供
される。本システムは、公共区域の監視領域内に配置された識別装置を含む。識別装置は
、公共区域の監視領域の中に入った個人の顔認識データを取得する。本システムは更に、
取得された顔認識データを、一群の登録者についての所定の一組の顔認識データと比較し
て、該個人が登録者であるか否か決定する処理装置を含む。本システムは更に、公共区域
の監視領域内に配置されていて、個人が登録者であると処理装置が決定した後に、登録者
の歩行特性を測定する歩行監視装置を含む。更に、処理装置は、測定された歩行特性を、
各登録者についての以前に測定された歩行特性及び／又は所定の一組のサンプル歩行特性
と比較して、該測定された歩行特性が安全性閾値を越えているか否かを決定する。
【０００８】
　本発明の別の実施形態では、公共区域の監視領域内の一群の登録者の歩行特性を監視す
るための方法が提供される。本方法は、一群の登録者を登録することを含み、また登録段
階中に各登録者の識別情報を測定し且つ登録段階中に各登録者のサンプル歩行特性を測定
することを含む。本方法は更に、一群の登録者を監視することを含み、また公共区域の監
視領域に入った各登録者の歩行特性を測定することを含む。本方法は更に、それぞれの登
録者の測定された歩行特性が安全性閾値を越えたことを警告することを含む。本方法は更
に、選択可能な期間にわたる選択可能な登録者の測定された歩行特性の傾向報告(trend r
eport)を表示することを含む。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本発明に従った公共区域の監視領域内の一群の登録者の歩行特性を監視
するためのシステムの模範的な実施形態の概略図である。
【図２】図２は、本発明に従った公共区域の監視領域内の第１の登録者の歩行特性を監視
するためのシステムの模範的な実施形態の概略図である。
【図３】図３は、第１の登録者が監視領域から出て行った後に監視領域に入って来た第２
の登録者の歩行特性を監視するための、図２に示されたシステムの模範的な実施形態の斜
視図である。
【図４】図４は、本発明に従った公共区域の監視領域内の一群の登録者の歩行特性を監視
するための方法の模範的な実施形態を示す流れ図である。
【図５】図５は、本発明に従った公共区域の監視領域内の一群の登録者の歩行特性を監視
するための方法の模範的な実施形態を示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　前に述べたように、従来の歩行監視技術は有資格の医療従事者によって遂行されている
。最近では、従来の歩行監視技術は、患者／入所者の居住区域内で各々の患者／入所者に
ついて監視頻度を増大しようとしている。しかしながら、この構成では様々な法的なプラ
イバシーの問題が持ち込まれ、また各歩行監視システムに対する適格な患者／入所者の割
合の点から見て、歩行監視システムの費用上の制約が解決されていない。本願の発明者は
、共通の公共区域内では歩行監視システムによって監視することのできる適格な患者／入
所者の割合が各々の患者／入所者の居住区域内におけるよりも遙かに大きいので、患者／
入所者の居住区域から共通の公共区域内へ歩行監視システムを移動させて、法的なプライ
バシーの問題及び費用上の制約を解決するようにしたシステムを考案した。
【００１１】
　本発明の模範的な実施形態では、歩行特性が将来の健康上の問題を表しているかどうか
を決定するために、一般的に個人の歩行特性を監視し追跡する歩行特性監視システムを使
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用することを含む。このような歩行特性には、限定するものではないが、とりわけ、速度
、歩幅の長さ、歩調、相情報、歩幅のバラツキが含まれる。この歩行特性監視技術は、本
願の譲受人に譲渡された２００７年２月６日出願の米国特許出願第１１／６７１７７０号
に開示されており、該出願の開示内容は引用により本書に組み入れられる。従って、本願
全体を通じて、「歩行特性」を監視及び／又は追跡するためのシステム又は技術を引用し
たとき、そのような引用により、その組み入れられた開示情報が暗示されているものとす
る。組み入れられた開示情報に説明されているように、個人の歩行特性を監視及び／又は
追跡する際に、様々な技術（例えば、限定するものではないが、ビデオ、ライダー、レー
ダー、ＩＲ（赤外線）、スマート・フロアなど）が利用される。
【００１２】
　スマート・フロア技術は、人がスマート・フロアを横切って歩くとき、前に述べたよう
な１つ以上の歩行特性を測定する床面上又は床面内のセンサを使用することを含む。測定
区域を通って歩くとき放射センサにより歩行特性情報を測定／監視する前述の技術と異な
り、スマート・フロア技術は床面上又は床面内のセンサを使用して歩行特性を測定する。
スマート・フロア技術は、２００５年９月２７日出願の米国特許出願第１１／２３６６８
１号に開示されており、引用により本書に組み入れられる。本発明の実施形態の説明全体
を通じて、「スマート・フロア」技術を引用したとき、そのような引用により、その組み
入れられた開示情報が暗示されているものとする。
【００１３】
　本発明の模範的な実施形態では、しばしば、同じ人が監視区域に入って来たかどうかの
決定を将来行えるようにするために、人の顔の画像のような人の識別情報を取得して、該
画像をメモリに記憶することを述べている。この目的を達成する顔認識技術が開発されて
おり、これは、本願の譲受人に譲渡された２００８年４月１０日出願の米国特許出願第１
２／１００６２０号に開示されている。従って、人の顔画像を取得し、該顔画像を記憶し
、該記憶された顔画像とその後の顔画像とを比較して、該その後の顔画像が前記記憶され
た顔画像のデータベース内にあるかどうか決定することを引用したとき、このような引用
により、上記特許出願の開示情報が暗示されているものとする。
【００１４】
　図１乃至図３は、公共区域１４の監視領域１２内の一群の登録者１１，１３についての
１つ以上の歩行特性を監視するためのシステム１０の模範的な一実施形態を例示する。模
範的な一実施形態では、監視領域１２は、例えば、一人以上の入所者が施設の食堂まで歩
くために通常定期的に通過する（高齢者介護施設のような）医療施設の廊下に設けること
ができる。とはいえ、本発明の実施形態は、特定の種類の公共区域で利用することに限定
されない。本開示のために、「公共区域」とは、法律に従って個人に対するプライバシー
の保護が低減された任意の区域、及び／又は個人が自由に入ることのできる区域であると
表すことができる。例えば、歩道、ホテルのロビー又は（開放された）医療施設内の廊下
はこのような公共区域を構成すると考えられるが、入所者が睡眠を取る医療施設内の部屋
は公共区域を構成しない。
【００１５】
　図１に例示されているように、システム１０は識別装置１６を含み、識別装置１６は、
システム１０に登録者１１を登録し、次いで、登録後に登録者の身元を確認するために使
用される。識別装置１６は、登録段階中に、例えば登録者１１の顔画像のような、各登録
者１１の識別情報を取得する。識別装置１６はビデオ・カメラ１８及び処理装置２０を含
む。しかしながら、識別装置はビデオ技術に制限されず、登録者の識別情報を取得するた
めにＲＦＩＤ（無線周波識別）のような別の技術を用いることができる。登録段階中、顔
３４の画像、及びトレーニング／登録ルーチンによって必要とされる任意の他の情報が、
識別情報としてビデオ・カメラ１８によって取得されるように、登録者１１は顔３４をビ
デオ・カメラ１８の視野内に位置決めするように催促される。ビデオ・カメラ１８が登録
者１１の顔３４の画像を取得した後、各々のそれぞれの登録者について、識別情報が処理
装置２０のメモリに記憶される。しかしながら、本発明の実施形態は上述のような登録段
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階を含むことに制限されず、登録者についての所定の一組の識別情報を処理装置２０に入
力して、上述のような登録段階の必要性を除き、その代わりに登録者の所定の識別情報が
得られる登録段階を利用することができる。例えば、登録者についての所定の一組の識別
情報は取り外し可能なフラッシュ・メモリに記憶させることができ、該フラッシュ・メモ
リは、処理装置２０によって読み取って、この所定の一組のデータをダウンロードするこ
とができる。
【００１６】
　図１に例示されているように、システム１０は更に、登録段階中に各登録者１１のサン
プル歩行特性を測定し、その後、公共区域１４の監視区域１２に入ったときに各登録者の
歩行特性を測定する歩行監視装置２２を含む。歩行監視装置２２は検知装置２４及び処理
装置２６を含み、検知装置２４は監視領域１２に入った個人の歩行特性を検出する。模範
的な一実施形態では、検知装置２４は、限定するものではないが、例えば、ライダー（Ｌ
ＩＤＡＲ）、ビデオ、レーダー、能動ＩＲ及びスマート・フロア技術による技術を利用す
る。登録段階中、ビデオ・カメラ１８による登録者１１の顔画像の取得より前又は後に、
登録者１１は、検知装置２４がサンプル歩行特性を測定できるように、監視領域１２内へ
移動するように催促される。サンプル歩行特性が各登録者について測定された後、サンプ
ル歩行特性は各々のそれぞれの登録者について処理装置２６のメモリ内に記憶される。サ
ンプル歩行特性は各登録者について登録段階中に測定されるものとして上述したが、登録
段階はサンプル歩行特性の測定を含む必要はなく、代わりに、各登録者の識別情報を得る
ことを含むだけよく、各登録者が登録段階の後に監視領域１２に入ったときに歩行特性デ
ータを測定することができる。このように、登録者１１の登録時に、識別装置１６の処理
装置２０が登録者１１の顔３４の画像を記憶し、他方、歩行監視装置２２の処理装置２６
が登録者１１のサンプル歩行特性を記憶する。図２乃至図３に例示されているように、識
別装置１６及び歩行監視装置２２は、登録者１１の登録データが装置１６，２２の間で共
有されるように、有線又は無線のいずれかで互いに結合される。
【００１７】
　図２乃至図３に例示された実施形態では、公共区域１４の監視領域１２に入ったとき、
第１の登録者１１は、前に述べたように、顔画像をビデオ・カメラ１８へ与え且つサンプ
ル歩行特性を検知装置２４へ与えることによってシステム１０に登録することができる。
模範的な一実施形態では、識別装置１６及び歩行監視装置２２の一方及び両方は、プライ
バシーの問題を避けるために、システム１０への登録についての同意を第１の登録者１１
に要求することができる。模範的な一実施形態では、公共区域１４は、既存のビデオ・カ
メラ又は監視カメラ（図示せず）が既に備わっていて、従って、ビデオ・カメラ１８及び
検知装置２４の追加がプライバシーの問題を生じさせると推測されないような場所に選ば
れる。しかしながら、本発明の実施形態は、既存のビデオ・カメラ又は監視カメラがある
区域内で利用されることに制限されない。識別装置１６及び／又は歩行監視装置２２の一
方にある表示装置（図示せず）で視覚的確認を受けることによって、第１の登録者１１が
システム１０に登録した後、第１の登録者１１は監視領域１２から出て行き、第２の登録
者１３が監視領域１２に入る（図３）。このとき、第２の登録者１３は、それを選択した
場合、第１の登録者１１と同じプロセスを用いてシステム１０に登録することができる。
前に述べたように、模範的な一実施形態では、監視領域１２は、例えば入所者が食堂など
へ行くのに日常的に歩いて通る高齢者介護施設の廊下のような公共区域１４内に設けられ
、従って第１の登録者１１は監視領域１２及び公共区域１４を通る既存の通路を歩き続け
ると推測される。
【００１８】
　第１及び第２の登録者１１，１３の登録時、登録者１１，１３のいずれかが公共区域１
４の監視領域１２に再び入った場合、ビデオ・カメラ１８が顔認識技術を用いて彼らの身
元を確認する。例えば、ビデオ・カメラ１８は監視領域１２に入った個人の顔画像を取得
して、該顔画像を処理装置２０のメモリ内の記憶された登録者１１，１３の顔画像と比較
する。例えば、取得された画像が第１の登録者１１の顔画像と一致した場合、識別装置１
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６は歩行監視装置２２へ作動信号を送って、監視領域１２を歩いて通っている第１の登録
者１１の歩行特性データを検知装置２４によって取得する。しかしながら、個人の取得さ
れた画像が処理装置２０のメモリ内のどの登録者の顔画像とも一致しなかった場合、識別
装置１６及び歩行監視装置２２のいずれも、監視領域１２を通過する個人に関して何の動
作も行わない。検知装置２４により監視領域１２を歩いて通っている第１の登録者１１の
歩行特性データを取得した後、処理装置２６は、この取得された歩行特性データを、処理
装置２０のメモリに既に記憶されている第１の登録者１１の以前に取得された歩行特性デ
ータ及び／又はサンプル歩行特性データと比較する。この比較に基づいて、処理装置２６
は、取得された歩行特性データが安全性閾値を越えているかどうか決定し、もし越えてい
れば、警告信号を警告装置２８へ送る。模範的な一実施形態では、安全性閾値は、歩行監
視装置２２によって測定された絶対歩行特性と、或る期間にわたって取得された収集歩行
特性データの傾向との両方に適用することができる。例えば、安全性閾値は、歩行監視装
置２２によって取得された登録者の最近の歩行特性に基づいて、各登録者について個別に
定めることができる。この場合、処理装置２６は、警告信号を送るべきかどうか決定する
ために、取得された歩行特性を、前日のような最近の取得された歩行特性と比較する。こ
の比較を遂行する際、処理装置２６は、監視領域１２を歩いて通っている登録者１１に起
因していない取得された歩行特性内の異常値を識別して、この異常値を比較から除外する
ようにプログラムすることができる。異常値は、例えば、登録者１１が別の個人に話しか
けるか又は冷水器から水を飲むために監視領域１２内に立ち止まっていることを表す。
【００１９】
　図１に例示されているように、医療従事者３９はこの警告信号に応答して、第１の登録
者１１の歩行特性が安全性閾値を越えたことを登録者の医師及び／又は医学訓練士に確実
に伝えるための必要な処置を取ることができる。公共区域１２が高齢者介護施設内にある
模範的な一実施形態では、システム１０及び警告装置２８への警告信号は、登録者に転倒
のリスクがあることを表すことができる。本発明の実施形態は医療施設内で使用されるこ
とに制限されず、従って、必ずしも医療従事者ではなく、登録者自身を含む任意の個人が
警告信号に応答することが可能である。
【００２０】
　前に述べたように、検知装置２４により監視領域１２を歩いて通っている第１の登録者
１１の歩行特性データを取得した後、この取得された歩行特性データは表示装置３０に伝
送され、表示装置３０は該データを第１の登録者１１について記憶する。図１に例示され
ているように、警告装置２８と同様に、医療従事者３９は表示装置３０と相互作用するこ
とができ、表示装置３０では医療従事者３９が登録者及び期間を選択することができ、ま
た表示装置３０は、選択された期間にわたる選択された登録者の測定された歩行特性の傾
向報告３２を出力する。このような傾向報告３２は、表示装置３０の表示面（図示せず）
上に表示するか、或いはハードコピー形式で出力することができる。傾向報告３２は、例
えば、治療の変更の必要性についての明白な証拠として、登録者の家族に加えて、登録者
の医師及び医療従事者に示すことができる。
【００２１】
　図４は、図１乃至図３の実施形態における前述したシステム１０を実行するプロセスを
定める方法１００を例示する流れ図である。方法１００は、登録段階１０２、監視／警告
段階１０４及び表示／傾向作成段階１０６を含む。前に述べたように、登録段階１０２の
際、登録者１１が監視領域１２に入り、その後、ビデオ・カメラ１８が登録者１１の顔の
ビデオ画像を取得し、検知装置２４が登録者１１のサンプル歩行特性を取得して、ビデオ
画像及びサンプル歩行特性の両方が記憶される。登録段階１０２は、個人が監視領域１２
内に居て、登録を望んでいる限り継続される。上記の実施形態で前に述べたように、登録
者は登録に同意するように要求されることがある。
【００２２】
　各登録者が登録段階１０２を受けた後、方法１００は監視／警告段階１０４へ進む。該
段階は、個人が監視領域１２の中に歩いて入ったときに開始する。ビデオ・カメラ１８が
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個人の顔の画像を取得し、また処理装置２０が取得されたビデオ画像を登録者の記憶され
たビデオ画像と比較する。処理装置２０によって、個人の顔の取得されたビデオ画像が登
録者の記憶されたビデオ画像と一致するかどうか決定する。何ら一致するものが見付けら
れなかった場合は、方法１００は、別の個人が監視領域１２の中へ入るのを待つ状態に戻
り、又は、新しい登録者がビデオ・カメラ１８に接近している場合には登録段階１０２へ
戻る。他方、一致するものが見付けられた場合は、監視／警告段階１０４は継続して、検
知装置２４が監視領域１２を歩いて通っている個人／登録者の歩行特性データを取得する
。歩行監視装置２２が、この取得された歩行特性データを、登録者情報と共に、表示装置
３０へ伝送する。その後、該データは、以下に説明するように、傾向報告３２の生成のた
めに表示装置のメモリ（図示せず）に記憶される。次いで、歩行監視装置２２の処理装置
２６が、取得された歩行監視データを、以前に取得された歩行監視データ及び／又は登録
中に取得されたサンプル歩行監視データと比較する。この比較に基づいて、処理装置２６
は、取得された歩行監視データが安全性閾値を越えているかどうか決定する。取得された
歩行監視データがこのような安全性閾値を越えていない場合、方法１００は、その後の個
人が監視領域１２の中へ入るのを待つ状態に戻り、又は、新しい登録者がビデオ・カメラ
１８に接近している場合には登録段階１０２へ戻る。しかしながら、取得された歩行監視
データがこのような安全要件を越えている場合には、登録者の歩行特性の変化を医療従事
者３９（又は他の適切な関係者）に知らせるように、警告信号が歩行監視装置２２から警
告装置２８へ送られる。
【００２３】
　警告装置２８への警告信号の発生後、方法１００は表示／傾向作成段階１０６へ進むこ
とができる。該段階では、医療従事者３９（又は他の適切な関係者）が表示装置３０に近
づいて、警告信号に関連した登録者の身元を入力すると共に、医療従事者３９が見たいと
思っている登録者の以前に取得された歩行監視データの期間を入力する。登録者について
以前に取得された歩行特性データを記憶している表示装置３０が、以前に指定された期間
にわたる指定された登録者についての傾向報告３２を生成して、この傾向報告３２を出力
する。傾向報告に基づいて、医療従事者３９は、登録者についての必要なリハビリテーシ
ョン又は治療を修正するために、登録者の医師又は治療担当者及び／又は登録者の家族に
知らせることができる。表示装置３０はここでは医療従事者３９が警告信号に応答すると
きに使用されるものとして説明したが、医療従事者３９（又は任意の適切な関係者）は警
告信号の発生の有無に拘わらず何時でも表示装置３０を使用することができる。
【００２４】
　図５は、公共区域１４の監視領域１２内の一群の登録者１１，１３の歩行特性を監視す
るための方法２００を例示する流れ図である。方法２００はステップ２０１で開始し、登
録段階中に各登録者１１，１３の識別情報を測定し（ステップ２０４）且つ登録段階中に
各登録者１１，１３のサンプル歩行特性を測定すること（ステップ２０６）によって、一
群の登録者１１，１３を登録する（段階２０２）。更に、方法２００は、公共区域１４の
監視領域１２に入った各登録者１１，１３の歩行特性を測定することによって一群の登録
者１１，１３を監視するステップ２０８を含む。方法２００は更に、それぞれの登録者１
１，１３の測定された歩行特性が安全性閾値を越えたことを警告するステップ２１０を含
む。方法２００は更に、選択可能な期間にわたる選択可能な登録者の測定された歩行特性
の傾向報告３２を表示するステップ２１２を含み、その後ステップ２１３で終了する。方
法２００は警告ステップ２１０及び表示ステップ２１２の両方が遂行されることを必要と
せず、またこれらのステップのいずれかが遂行されることを必要としない。
【００２５】
　本明細書は、最良の実施形態を含めて、本発明を開示するために、また当業者が本発明
の実施形態を作成し使用することができるようにするために、複数の例を使用した。本発
明の特許可能な範囲は「特許請求の範囲」の記載に定めており、また当業者に考えられる
他の例を含み得る。このような他の例は、それらが「特許請求の範囲」の文字通りの記載
とは差異のない構造的要素を持つ場合、或いはそれらが「特許請求の範囲」の文字通りの
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記載とは実質的に差異のない等価な構造的要素を含む場合、特許請求の範囲内にあるもの
とする。
【符号の説明】
【００２６】
　１０　システム
　１１　登録者
　１２　監視領域
　１３　登録者
　１４　公共区域
　１６　識別装置
　１８　ビデオ・カメラ
　２０　処理装置
　２２　歩行監視装置
　２４　検知装置
　２６　処理装置
　２８　警告装置
　３０　表示装置
　３２　傾向報告
　３４　顔
　３９　医療従事者
　１００　方法
　１０２　登録段階
　１０４　監視／警告段階
　１０６　表示／傾向作成段階
　２００　方法
　２０２　登録段階
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